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第 19回新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部会議 議事概要 

 

 

日 時：令和５年５月１日（月）10：40～10：55 

場 所：おいらせ町役場本庁舎２階 庁議室 

出席者：本部長、小向・松林副本部長、本部員 16名 

 

 

１．案件 

 （１）協議事項 

   １）新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部の廃止について 

     新型コロナウイルス感染症は、令和５年５月８日から５類感染症に移行し、新型

インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づき、国及び県の対策本部は廃止とな

り、「国の基本的対処方針」、「青森県対処方針」も廃止されます。 

     町の新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部は、これまで国の基本的対処

方針や青森県対処方針等に準じて対応してきました。それらが廃止となるため、町

対策本部についても国や県と同様に廃止します。 

     今後は、通常の感染症の予防になるため、保健こども課が所管となります。 

 

   ２）令和５年５月８日以降の町の対応について 

     今後の日常における基本的感染対策については、個人や事業者の判断に委ねるこ

とが基本となります。事業所おいらせ町役場として、当面の間は、以下のように対

応していきます 

     （ア）庁舎等に設置している検温計、消毒液、パーテーションは、これまでどお

りとします。 

     （イ）職員のマスク着用については、執務中及び来客対応時は着用（屋外での業

務などは除く。）し、執務中以外は個人の判断とします。 

     （ウ）町主催事業及び会議開催等は、特に制限はしないため、今後は、国の感染

対策の考え方の「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後

の基本的感染対策の考え方」を参考し、その時々の状況に合わせた対応をし

ていきます。 

 


